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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題

松

本

三

郎

一二三四

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
略
史

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
の
発
生
と
各
国
の
立
場

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
国
際
法

現
状
と
今
後
の
展
望

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
略
史

　
マ
ラ
ッ
力
海
峡
の
歴
史
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
（
ζ
ぎ
§
ω
試
δ
と
そ
れ
に
接
続
す
る
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
（
o
Q
凝
巷
・
お
ω
匿
δ
は
、
古
く
か
ら

中
央
ア
ジ
ア
を
通
る
シ
ル
ク
・
・
ー
ド
と
と
も
に
東
西
交
通
の
二
つ
の
道
と
し
て
発
達
し
て
き
た
が
、
一
六
世
紀
に
入
リ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
が
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ナ
ソ

ア
ジ
ア
に
も
到
来
し
、
東
西
通
商
関
係
が
著
し
く
頻
繁
に
な
る
と
そ
の
重
要
性
は
一
層
増
大
し
た
。
扶
南
、
ス
リ
ビ
ジ
ャ
ヤ
、
マ
ラ
ッ
カ
と
い
っ

た
東
南
ア
ジ
ア
史
に
現
わ
れ
た
強
力
な
諸
王
朝
は
も
と
よ
り
、
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
諸
植
民
勢
力
み
興
亡
も
ま
た
こ
の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
支
配
を
め
ぐ
る
争
い
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
五
　
　
（
六
〇
三
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

こ
う
し
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
歴
史
を
概
括
し
て
み
る
と
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

三
五
六
　
　
（
六
〇
四
）
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1
　
海
峡
は
、
優
勢
な
海
軍
力
を
も
つ
こ
の
地
域
の
強
国
か
、
又
は
世
界
的
海
軍
国
に
よ
つ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。
海
峡
を
支
配
す
る
こ
と
に
成

　
功
し
た
強
国
は
、
こ
の
東
西
交
通
路
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
東
南
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
全
域
に
お
い
て
、
圧
倒
的
に
優
越
し
た
政
治
的
、

　
経
済
的
地
位
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

2
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
通
行
に
不
安
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
代
わ
る
ル
ー
ト
が
探
索
さ
れ
た
。
海
賊
が
海
峡
を
横
行
し
た
ス
リ
ビ
ジ
ャ
ヤ
衰
退
期
や
、

　
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
ラ
ッ
カ
占
領
初
期
に
起
こ
つ
た
ア
チ
ェ
興
隆
の
時
期
に
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
代
わ
つ
て
西
ス
マ
ト
ラ
、
ス
ン
ダ
海
峡
ル
ー
ト
が
利
用
さ

　
れ
た
。
ま
た
、
ス
リ
ビ
ジ
ャ
ヤ
全
盛
期
に
、
同
海
峡
を
通
過
す
る
す
べ
て
の
船
舶
に
寄
港
を
強
制
す
る
な
ど
厳
し
い
規
制
が
課
さ
れ
た
と
き
に
は
、
マ
レ
ー

　
半
島
を
横
断
す
る
ク
ラ
地
峡
越
え
の
陸
路
ル
ー
ト
が
探
索
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
つ
た
。

　
　
し
か
し
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
通
行
の
不
安
が
な
く
な
れ
ぽ
、
他
に
そ
れ
に
優
る
交
通
路
は
な
か
つ
た
の
で
、
直
ち
に
同
海
峡
経
由
の
ル
…
ト
が
復
活
さ
れ
今

　
日
に
至
つ
て
い
る
。

3
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
支
配
を
確
立
し
、
軍
事
的
、
商
業
的
拠
点
と
す
る
た
め
、
列
強
は
し
ば
し
ば
マ
ラ
ッ
カ
、
ア
チ
ェ
、
パ
レ
ン
パ
ン
、
ペ
ナ
ン
、
シ
ン
ガ

　
ポ
ー
ル
な
ど
同
海
峡
に
面
し
た
要
衝
や
そ
の
後
背
地
を
争
奪
し
、
ま
た
開
発
し
た
。

4
　
蒸
気
船
の
出
現
や
ス
エ
ズ
運
河
の
完
成
、
そ
し
て
コ
ー
ヒ
ー
、
ゴ
ム
、
錫
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
特
産
物
生
産
の
急
増
に
よ
り
、
一
九
世
紀
後
半
の
植
民
地
主

　
義
全
盛
期
に
入
る
と
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
交
通
量
は
激
増
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
同
海
峡
は
、
特
定
の
国
に
よ
る
支
配
的
利
用
の
時
代
か
ら
、
多
数
の

　
国
に
よ
り
自
由
に
利
用
さ
れ
る
国
際
海
峡
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
つ
た
。

　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
今
日
的
役
割
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
、
今
日
に
お
い
て
も
世
界
の
主
要
交
通
路
の
一
つ
で
あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
戦
略
的
、
商

業
的
重
要
性
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
交
通
量
を
み
て
も
、
一
九
世
紀
末
に
は
、
海
峡
の
入
口
に
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
入
港
す
る
船

は
、
年
間
約
四
千
隻
程
度
で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
今
日
で
は
年
間
四
万
隻
を
越
え
て
お
り
、
巨
大
船
の
多
い
現
在
そ
の
ト
ン
数
で
比
較
す
れ

ば
、
優
に
数
百
倍
に
達
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
日
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
船
は
、
一
日
二
百
隻
（
う
ち
一
五
万
ト
ソ
以
上
の
タ
ン
カ
ー
は
約

二
〇
隻
）
に
の
ぼ
り
、
し
か
も
ま
す
ま
す
巨
大
化
し
つ
つ
あ
る
。
通
過
船
数
で
ド
し
ハ
ー
海
峡
に
次
い
で
世
界
第
二
位
、
通
過
貨
物
量
で
は
世
界



第
一
位
を
記
録
し
て
い
る
今
日
、
か
つ
て
は
航
海
者
に
よ
つ
て
「
広
々
と
し
た
海
峡
」
と
呼
ぽ
れ
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
も
、
今
や
い
つ
事
故
が
起
ぎ

て
も
不
思
議
で
な
い
狭
陞
で
危
険
な
海
峡
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
近
年
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
重
要
性
を
一
段
と
高
め
る
こ
と
に
な
つ
た
幾
っ
か
の
要
因
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
第
一
に
、
日
本
を
中
心

と
す
る
極
東
諸
国
の
急
速
な
経
済
成
長
に
伴
う
同
海
峡
利
用
巨
大
船
舶
の
激
増
で
あ
り
、
次
い
で
ソ
連
の
海
軍
力
増
強
と
そ
の
イ
ソ
ド
洋
進
出
を

契
機
と
す
る
軍
事
的
、
安
全
保
障
的
観
点
か
ら
の
重
要
性
の
増
大
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
同
海
峡
周
辺
地
域
に
お
け
る
海
洋
資
源
の
保
存
と
開

発
に
対
す
る
沿
岸
諸
国
の
関
心
の
増
大
で
あ
つ
た
。

　
周
知
の
ご
と
く
、
戦
後
の
経
済
復
興
を
終
え
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
る
ど
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ
た
日
本
は
、
今
や
国
民
総
生
産
一
兆
ド
ル

を
越
え
（
一
九
八
O
年
）
、
米
国
に
次
ぎ
自
由
世
界
第
二
位
の
経
済
大
国
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
巨
大
な
日
本
経
済
を
支
え
て
い
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
く
膨
大
な
量
に
の
ぼ
る
資
源
の
輸
入
と
工
業
製
品
の
輸
出
で
あ
る
。
日
本
の
資
源
消
費
量
は
米
国
に
次
い
で
世
界
第
二
位
で
あ
る
が
、
資

源
輸
入
量
に
限
つ
て
み
れ
ば
世
界
第
一
位
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
み
て
も
、
日
本
経
済
の
貿
易
に
依
存
す
る
度
合
の
ぎ
わ
め
て
大
な
る
こ
と
は
明

　
　
（
2
）

白
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
こ
の
目
本
の
輸
入
総
額
の
四
〇
％
、
輸
出
総
額
の
三
五
％
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
年
間
二
億
数
千
万
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ソ
に
達
す
る
日
本
の
原
油
輸
入
の
八
○
％
が
同
海
峡
を
経
由
し
て
お
り
、
正
に
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
目
本
の
生
命
線
」
で
あ
つ
た
。
あ
る
マ
レ
ー

シ
ア
の
学
者
は
、
か
つ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
航
海
士
が
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
支
配
す
る
者
は
、
ヴ
ェ
ニ
ス
の
喉
元
を
抑
え
る
」
と
言
つ
た
の
を
も
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
て
、
　
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
支
配
す
る
者
は
、
目
本
工
業
の
頸
動
脈
を
制
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
今
日
極
東
地
域
で
は
日
本
の
ほ
か
に
も
、
中
進
国
と
し
て
目
覚
ま
し
い
経
済
成
長
を
示
し
て
い
る
韓
国
、
台
湾
、
香
港
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
な
ど

が
あ
り
貞
さ
ら
に
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
発
展
途
上
国
の
国
際
貿
易
も
増
大
し
て
お
り
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
間
題
は
単
に
目
本
だ
け
の
問
題
で
は
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
海
峡
通
行
船
舶
、
と
り
わ
け
巨
大
タ
ン
カ
ー
の
激
増
は
、
勢
い
船
舶
交
通
事
故
発
生
の
危
険
、
海
洋
汚

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
七
　
　
（
六
〇
五
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
八
　
　
（
六
〇
六
）

染
な
ど
公
害
発
生
の
危
惧
を
高
め
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
海
峡
沿
岸
国
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
の
警
戒
の
念
は
著

し
く
増
大
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
第
二
次
大
戦
後
米
国
と
並
ん
で
世
界
戦
略
に
立
つ
て
行
動
す
る
超
大
国
と
な
つ
た
ソ
連
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か

け
て
、
パ
ル
テ
ィ
ッ
ク
海
、
地
中
海
、
イ
ソ
ド
洋
、
そ
し
て
太
平
洋
、
目
本
海
な
ど
戦
略
的
に
重
要
な
海
洋
に
お
い
て
、
米
海
軍
と
対
抗
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

く
、
海
軍
力
の
一
大
拡
張
に
乗
出
し
た
。
そ
の
た
め
、
東
ア
ジ
ア
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
通
じ
る
中
間
地
点
と
し
て
の
イ
ン
ド
洋
の
重
要
性
、
ま
た

両
地
域
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
戦
略
的
価
値
は
、
米
ソ
両
国
、
と
り
わ
け
こ
の
地
域
に
軍
事
的
基
盤
の
少
な
い
ソ
連
に
と
つ
て
は

著
し
く
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
こ
う
し
た
超
大
国
の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
や
イ
ン
ド
洋
に
対
す
る
軍
事
的
関
心
の
増
大
は
、
こ
の
地
域
へ
の
東
西
冷
戦
の
波
及
と
大
国
の
介
入

を
恐
れ
る
海
峡
沿
岸
国
の
警
戒
を
高
め
、
か
れ
ら
の
間
に
は
、
軍
事
的
、
戦
略
的
観
点
か
ら
も
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
自
由
通
航
を
規
制
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
声
が
強
ま
つ
た
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
に
加
え
て
、
近
年
高
ま
り
つ
つ
あ
る
海
洋
資
源
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
が
、
先
進
諸
国
に
対
す
る
積
年
の
不
信
と
相
ま

つ
て
、
同
海
峡
の
自
由
通
航
規
制
の
必
要
を
海
峡
沿
岸
国
側
に
抱
か
し
め
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
間
題
発
生
の
背
景
と
な
つ
た
と
い
え
よ
う
。
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ニ
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
の
発
生
と
各
国
の
立
場

　
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
沿
岸
三
力
国
に
接
す
る
長
さ
約
五
百
粁
（
海
峡
が

狭
く
な
る
ク
ア
ラ
ル
ソ
プ
ー
ル
の
外
港
ポ
ー
ト
・
ク
ラ
ン
沖
か
ら
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
に
か
け
て
の
距
離
で
、
ベ
ソ
ガ
ル
湾
口
か
ら
測
っ
た
場
合
に
は
約
千
粁
）
、
ま
た

最
狭
部
は
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
あ
り
そ
の
幅
は
四
粁
に
満
た
な
い
。
加
う
る
に
、
同
海
峡
に
は
水
深
十
数
メ
ー
ト
ル
の
浅
海
が
二
十
一
箇
所
も

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
潮
流
の
変
化
が
激
し
く
各
所
に
浅
瀬
が
点
在
し
て
い
る
こ
と
、
操
業
漁
船
の
数
が
多
い
こ
と
な
ど
が
重
な
り
、
世
界
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
有
数
の
難
所
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
は
、
安
全
通
航
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
多
く
の
問
題
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ソ
ド

洋
と
南
シ
ナ
海
を
結
ぶ
最
短
航
路
で
あ
る
た
め
、
同
海
峡
経
由
の
船
舶
に
対
す
る
自
由
通
航
権
は
、
海
運
国
に
と
つ
て
絶
対
に
譲
歩
で
き
な
い
権

利
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
沿
岸
三
ヵ
国
と
り
わ
け
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
一
九
六
〇
年
代
中
葉
に
始
ま
る
超
大
型
タ
ソ
カ
ー
時
代
到
来
の
結

果
、
重
大
な
船
舶
事
故
や
海
洋
汚
染
の
発
生
す
る
危
険
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
お
り
、
ま
た
沿
岸
諸
国
の
軍
事
的
、
安
全
保
障
的
観
点
か
ら
も
、

同
海
峡
の
自
由
通
航
に
は
厳
し
い
規
制
を
課
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
海
運
国
側
の
主
張
と
際
立
つ
た
対
照
を
示
し
た
。
一
九
六
七
年
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
で
起
こ
つ
た
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ン
号
（
↓
曾
鳶
9
身
曾
）
事
件
（
後
述
）
も
、
こ
れ
ら
沿
岸
国
側
の
考
え
を
支
持
す
る
重
要
な
先
例
と
な

つ
て
い
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
自
由
通
航
を
め
ぐ
る
先
進
海
運
国
側
と
沿
岸
国
側
と
の
考
え
方
の
違
い
が
の
ち
に
表
面
化
す
る
伏
線
と
な
っ

た
の
は
、
一
九
六
九
年
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
領
海
宣
言
で
あ
つ
た
。
同
宣
言
で
マ
レ
ー
シ
ア
が
領
海
を
従
来
の
三
浬
か
ら
十
二

浬
に
拡
大
し
た
た
め
、
す
で
に
一
九
五
七
年
に
領
海
十
二
浬
を
宣
言
し
、
六
〇
年
よ
り
そ
れ
を
実
施
に
移
し
て
い
た
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
主
張
と
併

せ
る
と
き
、
多
く
の
地
点
で
そ
の
幅
が
二
十
四
浬
に
達
し
な
い
狭
隆
な
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
、
そ
の
大
部
分
の
水
域
が
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
ま
た
は
マ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ー
シ
ア
の
領
海
に
入
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
さ
ら
に
一
九
七
一
年
十
一
月
沿
岸
三
ヵ
国
は
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
の
地
位
と
規
制
に
つ
い
て
協
議
し
、
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。

そ
の
第
四
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
・

　
　
ω
　
三
力
国
政
府
は
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け
る
通
航
の
安
全
は
、
当
該
沿
岸
諸
国
の
責
任
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
　
②
　
三
力
国
政
府
は
、
両
海
峡
の
航
行
の
安
全
の
た
め
に
、
三
力
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

　
　
　
マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
九
　
　
（
六
〇
七
）

359



　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
〇
　
　
へ
六
〇
八
）

③
　
三
力
国
政
府
は
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け
る
航
行
の
安
全
に
貢
献
す
る
協
力
機
関
を
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
設
立
す
る
こ
と
、
並
び
に

　
こ
の
機
関
は
当
該
三
沿
岸
国
に
よ
つ
て
構
成
さ
る
べ
き
こ
と
に
同
意
す
る
。

ω
　
三
力
国
政
府
は
ま
た
、
航
行
の
安
全
と
海
峡
の
国
際
化
の
問
題
は
、
二
つ
の
別
箇
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

㈲
　
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
は
国
際
海
峡
で
な
い
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
無
害
通
航
の
原
則
に
従

　
う
国
際
船
舶
に
ょ
る
同
海
峡
の
使
用
は
十
分
に
尊
重
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ

　
ア
両
政
府
の
立
場
に
留
意
す
る
。

⑥
　
こ
の
了
解
に
基
づ
い
て
、
三
力
国
政
府
は
、
水
路
図
作
成
の
た
め
の
測
量
を
継
続
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
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さ
て
、
先
の
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
に
よ
る
十
二
浬
領
海
宣
言
の
際
に
は
沈
黙
を
守
つ
て
い
た
先
進
海
洋
国
側
も
、
今
回
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー

シ
ア
両
国
に
よ
つ
て
公
表
さ
れ
た
立
場
ー
船
舶
の
無
害
通
航
は
認
め
る
が
海
峡
の
国
際
化
に
は
反
対
で
あ
り
、
沿
岸
国
の
み
が
海
峡
の
責
任
を

も
つ
と
い
う
ー
を
容
認
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
か
つ
た
。
主
要
な
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
利
用
国
の
中
で
先
ず
反
撃
の
口
火
を
切
つ
た
の
は
ソ
連
で

あ
つ
た
。

　
一
九
七
二
年
三
月
、
ソ
連
駐
日
大
使
0
・
ト
・
ヤ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
、
森
治
樹
外
務
次
官
を
訪
ね
て
の
会
談
で
、
　
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
国
際
水
路

で
あ
り
、
外
国
船
舶
の
自
由
通
航
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
福
田
越
夫
外
相
も
「
日
本
は
イ
ソ
ド
洋
と
太
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

洋
を
結
ぶ
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
自
由
通
航
の
原
則
が
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
」
と
日
本
の
立
場
を
明
白
に
し
た
。
そ
の
直
後
に
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
を
訪
問
し
た
ソ
連
の
極
東
問
題
専
門
家
L
・
1
・
メ
ソ
デ
ル
ゥ
ィ
ッ
チ
は
、
　
「
多
く
の
国
の
経
済
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

他
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
そ
の
国
際
水
路
と
し
て
の
地
位
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
を
力
説
し
た
が
、
イ
ソ
ド
ネ
シ

ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
両
国
側
は
こ
れ
に
強
く
反
論
し
て
、
　
「
海
峡
の
自
由
化
は
、
沿
岸
国
の
安
全
に
と
つ
て
重
大
な
脅
威
で
あ
る
。
船
舶
の
無
害
通

航
は
認
め
ら
れ
る
が
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
国
際
海
峡
で
億
な
い
」
と
主
張
し
た
。



　
ま
た
米
国
の
立
場
も
海
運
国
と
し
て
当
然
自
由
通
航
を
支
持
し
た
が
、
沿
岸
諸
国
と
の
友
好
的
関
係
を
配
慮
し
て
比
較
的
穏
や
か
な
も
の
で
あ

つ
た
。
T
・
ム
ー
ラ
ー
統
幕
議
長
は
、
　
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
自
由
通
航
権
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
問
題
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

双
方
の
協
議
に
よ
つ
て
解
決
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　
一
方
、
当
時
反
ソ
統
一
戦
線
結
成
を
叫
ん
で
第
三
世
界
側
に
近
付
い
て
い
た
中
国
は
、
　
「
ソ
連
社
会
帝
国
主
義
者
は
、
黒
海
か
ら
イ
ソ
ド
洋
を

経
て
日
本
海
に
至
る
広
大
な
海
洋
に
覇
権
を
唱
え
ん
と
し
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
沿
岸
国
の
主
権
を
侵
害
し
、
目
本
の
反
動
主
義
者
た
ち
と
協
力
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

て
同
海
峡
の
国
際
化
を
主
張
し
て
い
る
」
と
ソ
連
の
立
場
を
激
し
く
攻
撃
し
、
沿
岸
三
力
国
の
立
場
を
支
持
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
沿
岸
三
力
国
の
立
場
も
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
の
自
由
通
航
を
背

景
に
自
国
の
繁
栄
の
基
盤
を
築
い
て
き
た
貿
易
立
国
の
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
は
、
通
航
の
安
全
や
公
害
規
制
な
ど
で
は
他
の
両
国
と
共
通
の
利
害
を
も

つ
が
、
通
航
規
制
に
よ
る
大
型
タ
ン
カ
ー
の
同
海
峡
全
面
通
航
禁
止
な
ど
の
措
置
が
、
同
国
の
産
業
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
強
い
こ

と
か
ら
、
イ
γ
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア
の
立
場
に
容
易
に
同
調
で
き
な
か
つ
た
。

　
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
く
す
ぶ
り
始
め
て
い
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
通
航
規
制
問
題
は
、
七
〇
年
代
に
入
つ
て
い
よ
い
よ
重
要
な
政
治
間
題
化

し
た
と
い
え
る
。
一
九
七
二
年
六
月
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
ラ
ザ
ク
首
相
は
U
M
N
O
総
会
に
お
い
て
「
マ
レ
ー
シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
マ
ラ
ッ

カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
が
、
タ
ン
カ
ー
か
ら
の
油
漏
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
、
両
国
の
漁
業
や
沿
岸
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
同
海
峡
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

管
理
す
る
権
利
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
た
が
、
さ
ら
に
同
年
暮
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
　
マ
レ
ー
シ
ア
両
海
軍
が
、
翌
年
一
月
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ら
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
共
同
哨
戒
を
実
施
し
、
①
二
〇
万
重
量
ト
ン
以
上
の
タ
ン
カ
ー
の
通
航
禁
止
、
②
行
先
を
明
示
し
な
い
第
三
国
艦
艇
の
通

航
ス
ト
ッ
プ
、
の
二
点
を
中
心
と
す
る
同
海
峡
の
自
由
通
航
規
制
に
具
体
的
に
乗
出
す
こ
と
を
決
め
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
事
態
は
緊
迫
し
た
。

　
幸
い
両
国
海
軍
に
ょ
る
こ
の
実
力
行
使
は
延
期
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
両
超
大
国
は
そ
の
軍
艦
に
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
せ
し
め
て
自
由
通
航
権

を
誇
示
し
、
日
本
の
巨
大
タ
ソ
カ
ー
も
い
ぜ
ん
と
し
て
同
海
峡
を
利
用
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、
沿
岸
国
と
日
本
の
協
力
に
よ
る
両
海
峡
の
通

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
一
　
　
（
六
〇
九
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
こ
　
　
（
六
吋
○
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

航
安
全
の
た
め
の
調
査
が
、
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
、
七
五
年
に
は
か
な
り
正
確
な
海
路
地
図
が
完
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
国

連
の
下
部
機
関
で
あ
る
政
府
間
海
事
協
議
機
構
（
I
M
C
O
）
は
、
一
九
七
三
年
、
「
従
来
の
I
M
C
O
条
約
が
と
か
く
海
洋
環
境
保
全
よ
り
も
海

運
利
益
を
優
先
さ
せ
て
い
る
」
と
の
カ
ナ
ダ
や
発
展
途
上
国
側
か
ら
の
批
判
に
応
え
て
、
「
船
舶
か
ら
の
汚
染
防
止
の
た
め
の
国
際
条
約
」
（
海
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

汚
染
防
止
法
）
を
採
択
す
る
な
ど
、
海
峡
に
お
け
る
交
通
事
故
防
止
、
海
洋
汚
染
防
止
の
た
め
の
準
備
は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
つ
た
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
一
九
七
四
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
ベ
ネ
ズ
ェ
ラ
の
カ
ラ
カ
ス
で
開
催
さ
れ
た
第
三
次
海
洋
法
会
議
に
、
海
洋
汚
染
を
懸

念
す
る
沿
岸
国
側
ー
そ
の
中
心
は
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
や
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
海
峡
を
か
か
え
る
ス
ペ
イ
ン
、
モ
・
ッ
コ
な
ど
海
峡
八
力

国
ー
か
ら
、
海
峡
の
厳
し
い
通
航
制
限
が
提
案
さ
れ
、
同
会
議
の
主
要
議
題
と
な
つ
た
。
一
九
六
〇
年
に
開
催
さ
れ
た
第
二
次
海
洋
法
会
議
で

は
僅
か
の
差
で
可
決
さ
れ
な
か
つ
た
領
海
幅
十
二
浬
は
、
こ
の
頃
に
は
圧
倒
的
多
数
で
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
た
。
領
海
幅
六
浬
で
五
二

の
主
要
国
際
海
峡
が
国
家
主
権
内
に
入
る
と
い
わ
れ
る
が
、
領
海
幅
十
二
浬
に
な
れ
ば
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
含
む
実
に
二
六
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

国
際
海
峡
が
、
一
ま
た
は
二
以
上
の
沿
岸
国
の
領
海
と
な
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
海
峡
が
領
海
に
入
れ
ば
、
船
舶
は
「
無
害
通
航
」
が
で
き
る

に
す
ぎ
な
く
な
り
、
そ
の
領
海
に
主
権
を
も
つ
沿
岸
国
は
、
　
「
平
和
、
秩
序
、
ま
た
は
安
全
」
を
害
す
る
と
判
断
し
た
場
合
、
外
国
船
に
対
し
て

も
そ
の
領
海
内
で
必
要
な
措
置
を
と
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
海
運
国
側
は
、
海
運
の
利
益
を
守
る
た
め
こ
れ
に
強
く
抵

抗
し
、
同
年
の
カ
ラ
カ
ス
会
議
は
期
待
さ
れ
た
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
終
つ
た
。

　
一
九
七
五
年
に
入
つ
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
を
再
燃
さ
せ
る
事
件
が
起
こ
つ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
一
月
六
日
早
朝
、
日
本
国
籍
の
大
型
タ

ン
カ
ー
祥
和
丸
（
約
二
四
万
重
量
ト
ン
）
は
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
港
外
の
バ
ッ
フ
ァ
・
1
岩
礁
付
近
に
坐
礁
し
、
約
千
ト
ソ
の
重
油
を
流
出
さ
せ
、
海

峡
並
び
に
沿
岸
諸
国
の
海
岸
を
汚
染
し
た
。
先
に
一
九
六
七
年
三
月
、
リ
ベ
リ
ァ
国
籍
の
タ
ン
カ
ー
、
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ソ
号
（
約
＋
二
万
ト
ソ
）

が
、
英
国
南
西
の
公
海
で
坐
礁
L
、
大
量
の
原
油
を
流
出
さ
せ
、
英
国
は
汚
染
拡
大
防
止
の
た
め
タ
ソ
カ
…
を
爆
沈
さ
せ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ

っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
契
機
に
石
油
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
脅
威
が
認
識
さ
れ
、
各
種
の
国
際
協
定
や
国
際
機
関
が
生
み
出
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さ
れ
た
。

　
祥
和
丸
事
件
は
、
ア
ジ
ア
の
ト
リ
ー
・
キ
ャ
ニ
オ
ソ
号
事
件
と
し
て
、
沿
岸
三
力
国
は
も
と
よ
り
関
係
各
国
に
強
い
衝
撃
を
与
え
、
小
康
状
態

に
あ
つ
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
自
由
通
航
規
制
を
め
ぐ
る
問
題
は
一
気
に
燃
え
上
が
つ
た
。
同
年
二
月
に
は
早
く
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
　
マ
レ
ー
シ

ア
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
三
国
の
外
相
会
議
が
開
催
ざ
れ
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
内
の
船
舶
通
航
の
安
全
措
置
を
構
じ
る
た
め
の
協
議
を

行
つ
た
。
そ
の
結
果
、
沿
岸
諸
国
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け
る
航
路
分
離
方
式
の
確
立
を
急
ぐ
こ

と
、
同
海
峡
を
通
航
す
る
巨
大
タ
ソ
カ
！
（
V
L
C
C
）
に
制
限
を
課
す
べ
く
、
専
門
家
グ
ル
ー
プ
に
ょ
る
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
、
石
油
汚
染

に
ょ
つ
て
生
じ
る
現
行
の
損
害
賠
償
計
画
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
早
急
に
検
討
を
開
始
す
る
こ
と
、
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

る
通
航
の
安
全
と
海
洋
汚
染
規
制
の
た
め
の
協
議
会
を
大
臣
レ
ベ
ル
で
設
立
し
て
、
努
力
と
協
力
を
傾
け
る
べ
き
こ
と
な
ど
が
話
し
奢
わ
れ
た
。

　
こ
れ
に
基
づ
い
て
新
た
に
設
立
さ
れ
た
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
沿
岸
三
力
国
協
議
会
」
の
技
術
専
門
家
会
議
は
、

前
記
外
相
会
議
の
方
針
を
受
け
、
東
京
で
完
成
し
た
ば
か
り
の
両
海
峡
水
路
調
査
の
結
果
を
基
礎
に
、
分
離
通
航
方
式
、
タ
ソ
カ
ー
の
ト
ン
数
、

U
K
C
（
余
裕
水
深
）
制
限
、
油
濁
防
止
、
航
行
援
助
施
設
の
設
置
、
交
通
規
制
な
ど
安
全
航
行
の
た
め
の
制
限
細
目
の
検
討
を
三
回
に
わ
た
つ

て
開
催
し
た
。
そ
の
報
告
を
受
け
て
一
九
七
六
年
十
二
月
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
三
国
高
級
官
吏
会
議
が
開
か
れ
た
。
一
九
七
七
年
二
月
、
マ
ニ
ラ
で
開

催
さ
れ
た
A
S
E
A
N
外
相
会
議
は
、
先
に
三
国
高
級
官
吏
会
議
で
合
意
さ
れ
た
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け
る
大
型
タ
ン
カ
ー
の

通
航
規
制
等
に
つ
い
て
の
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。

　
な
お
、
一
九
七
六
年
の
第
三
次
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
も
、
海
洋
環
境
の
保
全
を
求
め
る
海
峡
沿
岸
国
と
、
十
分
な
自
由
通
航
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
海
運
国
と
の
間
の
対
立
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
か
つ
た
が
、
公
害
減
少
の
た
め
沿
岸
国
に
は
大
き
な
規
制
権
を
与
え
、
あ
る
い
は
通

航
中
の
船
舶
が
調
査
、
探
索
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
な
ど
、
沿
岸
国
の
懸
念
を
和
ら
げ
る
た
め
の
幾
つ
か
の
前
進
が
あ
つ
た
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問

題
は
、
国
際
政
治
の
上
で
も
国
際
法
の
上
で
も
懸
案
が
徐
々
に
と
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
問
題
解
決
に
向
か
つ
て
着
実
に
歩
ぎ
始
め
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
三
　
　
（
六
一
［
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
国
際
法

三
六
四
　
　
（
六
『

二
）
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マ
ラ
ヅ
カ
・
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
国
際
法
上
は
、
公
海
と
公
海
の
間
に
あ
つ
て
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
狭
隆
な
水
路
の

性
格
や
地
位
に
係
わ
る
間
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ゆ
う

　
特
別
の
協
定
が
な
い
と
き
に
は
、
海
峡
は
公
海
か
領
海
の
い
ず
れ
か
の
範
瞬
に
入
る
。
も
ち
ろ
ん
公
海
に
お
い
て
は
船
舶
の
自
由
航
行
に
間
題

は
な
い
。
し
か
し
、
領
海
に
入
つ
た
と
き
に
は
、
国
際
海
峡
と
い
う
特
殊
な
地
位
か
ら
し
て
微
妙
な
問
題
が
残
る
。
し
か
し
、
原
則
的
に
は
一
般

の
領
海
内
に
お
け
る
外
国
船
舶
の
地
位
と
同
じ
扱
い
を
受
け
、
無
害
航
行
権
が
認
め
ら
れ
る
の
み
と
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
般
船

舶
と
異
な
る
軍
艦
に
つ
い
て
は
、
「
コ
ル
フ
水
路
事
件
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
平
時
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
許
可

を
う
る
こ
と
な
く
海
峡
を
無
害
航
行
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
つ
た
。

　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
こ
の
問
題
が
国
連
で
論
議
さ
れ
た
と
き
、
米
国
代
表
J
・
ス
チ
ー
ブ
ソ
ソ
ソ
大
使
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
領
海

が
三
浬
か
ら
十
二
浬
に
拡
大
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
重
要
な
海
峡
が
、
沿
岸
諸
国
の
領
海
内
に
完
全
に
入
り
、
そ
の
結
果
海
峡
を
通
過
す
る
す
べ
て

の
船
舶
は
無
害
通
行
の
制
約
下
に
入
る
こ
と
に
な
惹
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
領
海
に
お
け
る
無
害
通
行
の
原
則
は
、
国
際
海
峡
に
適
用
さ
れ

る
場
合
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
」
か
れ
は
、
領
海
十
二
浬
説
に
お
い
て
沿
岸
諸
国
側
に
譲
歩
す
る
代
わ
り
、
国
際
海
峡
を
通
過
す
る
船
舶
に
対
し

て
は
、
沿
岸
国
の
解
釈
で
適
用
さ
れ
る
単
な
る
「
無
害
通
行
」
以
上
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
航
海
自
由
の
原
則
に
合
致
し
た
本
来
的
で
固
有
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

利
と
し
て
の
「
海
峡
通
過
権
」
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
海
洋
大
国
と
し
て
米
国
と
利
害
関
係
の
一
致
す
る
ソ
連
は
米
国
の
立
場
を
支
持
し
た
。
早
く
か
ら
自
か
ら
も
領
海
十
二
浬
説
を
と
つ
て
き
た
ソ

連
は
、
米
国
よ
り
も
さ
ら
に
明
白
に
、
国
際
海
峡
と
し
て
の
地
位
は
領
海
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
主
張

し
た
。
　
「
公
海
と
公
海
の
間
に
あ
る
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
に
お
い
て
は
、
通
過
中
の
す
べ
て
の
船
舶
は
、
公
海
に
お
け
る
と
同
じ
く
航



行
の
自
由
を
享
受
す
べ
き
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
米
ソ
の
見
解
は
、
他
の
海
運
国
す
べ
て
に
共
通
す
る
立
場
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
二
〇
世
紀
後
半
に
入
る
と
多
く
の
新
興
国
が
、
従
来
の
国
際
法
は
先
進
国
に
有
利
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
そ
の
改
革
を
要

求
し
は
じ
め
た
。
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
も
、
領
海
幅
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
航
行
自
由
、
群
島
国
家
論
と
い
つ
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
間
題
で

先
進
国
側
と
対
立
し
た
。
一
九
五
八
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ
た
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
で
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
代
表
は
、
そ
の
領
海
幅
を
三
浬

か
ら
十
二
浬
に
拡
げ
る
こ
と
を
声
明
し
た
が
、
　
「
こ
の
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
要
求
は
、
公
海
自
由
の
原
則
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
従
来

あ
ま
り
に
も
不
公
平
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
弱
小
沿
岸
諸
国
の
権
利
を
取
り
戻
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
南
北
間
題
的
論
理
に
立
つ
て
そ
の
理

由
を
説
明
し
た
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
に
臨
む
沿
岸
諸
国
側
、
と
く
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
両
国
の
立
場
も
、
明
か
に
こ
う
し
た
南
側

の
論
理
を
背
景
に
し
て
い
た
。

　
さ
て
、
十
二
浬
へ
の
領
海
幅
の
拡
張
に
よ
リ
マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
の
多
く
の
水
域
を
そ
の
領
海
に
組
入
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ

ー
シ
ア
は
、
　
「
領
海
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
と
海
峡
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
と
の
間
に
根
本
的
違
い
は
な
い
。
領
海
内
に
あ
る
海
峡
は
領
海
と
し

て
の
法
的
適
用
を
受
け
る
」
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
の
上
に
両
国
は
、
同
海
峡
に
お
け
る
船
舶
の
無
制
限
の
自
由
航
行
は
、

交
通
事
故
や
公
害
に
よ
る
海
洋
汚
染
と
い
つ
た
重
大
な
危
険
や
さ
ら
に
は
軍
事
的
脅
威
を
も
沿
岸
国
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
海
峡
を

通
過
す
る
外
国
船
舶
の
無
害
通
行
は
認
め
る
も
の
の
、
同
海
峡
は
も
は
や
国
際
海
峡
で
は
な
く
、
沿
岸
国
の
権
限
に
お
い
て
必
要
な
船
舶
航
行
上

の
規
制
を
課
し
う
る
両
国
の
領
海
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
軍
艦
に
対
し
て
は
よ
り
厳
し
く
、
通
行
の
事
前
通
告
を
要
求
し
、
潜
水
艦
に
つ
い

て
は
さ
ら
に
浮
上
通
行
と
国
旗
の
掲
揚
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
沿
岸
国
側
の
主
張
、
と
り
わ
け
自
然
環
境
の
擁
護
や
交
通
事
故
の
回
避
を
理
由
と
す
る
規
制
実
施
の
主
張
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が

あ
り
、
海
洋
大
国
側
と
し
て
も
次
第
に
何
ら
か
の
譲
歩
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
感
じ
始
め
た
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
も
つ
と
も
危
惧
し
た
の
は
、

沿
岸
国
側
の
い
う
「
無
害
通
行
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
一
種
の
恩
恵
で
あ
つ
て
、
沿
岸
国
側
が
い
つ
主
観
的
、
不
合
理
的
に
、
自
分
の
都
合
の
よ
い

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
五
　
　
（
六
＝
二
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
六
　
　
（
六
一
四
）

よ
う
に
「
無
害
」
に
つ
い
て
判
断
し
、
か
つ
規
制
を
適
用
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
不
安
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
、
海
運
国
側
は
、
海
峡
の
自
由

航
行
に
規
制
が
加
え
ら
れ
る
の
は
止
む
を
え
な
い
と
感
じ
始
め
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
規
制
が
沿
岸
国
に
よ
つ
て
恣
意
的
に
課
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
別
の
国
際
的
機
関
に
よ
り
客
観
的
規
準
と
し
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
領
海
内
に
あ
る
海
峡
は
、
領
海
と
し
て
の
法
的
適
用
を
受
け
る
。
海
峡
通
過
中
の
一
般
船
舶
に
は
無
害
通
行
が
認
め
ら
れ
る

が
、
軍
艦
に
つ
い
て
は
事
前
通
告
が
要
求
さ
れ
る
。
領
海
内
の
諸
規
制
施
行
、
　
”
無
害
”
の
判
断
権
は
沿
岸
国
に
属
す
る
」
と
い
う
沿
岸
諸
国
側

の
立
場
と
、
　
「
そ
れ
が
公
海
に
あ
る
か
領
海
内
に
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
国
際
海
峡
を
通
過
中
の
す
べ
て
の
船
舶
は
、
公
海
に
お
け
る
と
同

様
自
由
航
行
権
を
保
有
す
る
。
何
ら
か
の
理
由
で
自
由
航
行
に
規
制
が
加
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
規
制
は
国
際
的
機
関
に
よ
つ
て
制
定

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
海
運
国
側
の
立
場
と
の
間
に
は
な
お
大
き
な
距
離
が
あ
つ
た
。

　
こ
う
し
た
膠
着
状
態
の
中
で
最
初
の
し
か
し
効
果
的
な
妥
協
案
が
、
一
九
七
四
年
七
月
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
カ
ラ
カ
ス
会
議
の
席
上
、
英
国

代
表
に
よ
つ
て
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
苦
心
の
あ
と
は
従
来
米
国
な
ど
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
「
自
由
通
航
（
犠
目
Φ
。
℃
帥
、
ω
、
α
q
。
）
」
に
代
わ
つ
て
、

「
通
過
通
航
（
富
量
ε
婁
甜
。
）
」
と
い
う
概
念
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
に
う
か
が
え
る
。
そ
の
原
案
に
よ
れ
ば
、
　
「
通
過
通
行
と
は
、
公
海
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

分
と
公
海
の
他
の
部
分
と
の
間
の
海
峡
の
専
ら
継
続
的
か
つ
迅
速
な
通
過
の
た
め
に
、
航
行
及
び
上
空
飛
行
の
自
由
を
行
使
す
る
こ
と
を
い
う
。
」

　
英
国
案
は
こ
の
よ
う
に
「
通
過
通
航
」
と
い
う
中
間
的
概
念
を
用
い
つ
つ
、
海
運
国
側
に
は
、
　
「
す
べ
て
の
船
舶
及
び
航
空
機
は
通
過
通
航
権

を
享
有
し
、
そ
の
通
航
は
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
事
実
上
の
「
自
由
通
航
」
を
保
証
す
る
一
方
、
沿
岸
諸
国
側
に
は
、
　
「
通
過
通
航
中
の

船
舶
及
び
航
空
機
の
義
務
」
、
「
沿
岸
国
に
よ
る
海
峡
に
お
け
る
航
行
路
及
び
分
離
通
航
方
式
の
設
定
や
、
通
過
通
航
に
関
す
る
法
令
制
定
の
権

利
」
な
ど
を
与
え
て
不
満
を
抑
え
る
な
ど
、
巧
み
に
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
つ
て
い
た
。
従
来
商
船
と
軍
艦
の
区
別
を
主
張
し
て
き
た
七
十
七
力

国
グ
ル
ー
プ
は
、
軍
艦
が
商
船
と
同
じ
条
件
で
通
過
通
航
権
を
も
つ
こ
と
に
な
お
不
満
で
あ
つ
た
が
、
も
つ
と
も
強
硬
な
反
対
派
で
あ
つ
た
イ
ソ

ド
ネ
シ
ア
等
が
、
懸
案
の
群
島
国
家
論
を
海
洋
法
条
約
草
案
（
第
四
部
）
に
も
り
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
も
あ
つ
て
妥
協
に
応
じ
た
た
め
、
一
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九
七
五
年
以
降
国
際
海
峡
を
め
ぐ
る
論
争
は
急
速
に
解
決
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
。

　
そ
の
後
英
国
原
案
に
対
す
る
若
干
の
修
正
が
行
わ
れ
た
が
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
で
ほ
ぽ
審
議
を
終
り
、
今
や
採
択
を
待
つ
ば
か
り
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

態
に
あ
る
海
洋
法
条
約
草
案
（
非
公
式
草
案
）
の
第
三
部
「
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
」
の
諸
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
本
規
定
で
は
、
沿

岸
国
の
主
張
を
配
慮
し
て
、
国
際
海
峡
と
い
う
言
葉
は
一
切
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
第
三
部
　
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
節
　
一
般
規
定

第
三
十
四
条
　
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
を
形
成
す
る
水
域
の
法
的
地
位

　
1
　
こ
の
部
で
設
定
さ
れ
る
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
の
通
航
制
度
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
そ
の
海
峡
を
形
成
す
る
水
域
の
法
的
地
位
ま
た
は
海
峡

　
　
に
接
す
る
国
の
か
か
る
水
域
及
び
そ
の
上
空
、
海
底
並
び
に
そ
の
下
に
対
す
る
主
権
又
は
管
轄
権
の
行
使
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
2
　
海
峡
に
接
す
る
国
の
主
権
又
は
管
轄
権
は
、
こ
の
部
の
規
定
及
び
国
際
法
の
他
の
規
則
に
従
つ
て
行
使
さ
れ
る
。

第
三
十
五
条
　
こ
の
部
の
適
用
範
囲

　
　
こ
の
部
の
い
か
な
る
規
定
も
、
次
の
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
・

　
＠
　
海
峡
内
の
内
水
区
域
。
た
だ
し
、
第
七
条
に
従
つ
た
直
線
基
線
の
設
定
が
、
従
来
内
水
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
部
分
を
内
水
と
し
て
取
り
囲
む
効

　
　
果
を
も
つ
場
合
を
除
く
。

　
⑥
　
海
峡
に
接
す
る
国
の
領
海
を
こ
え
る
水
域
の
排
他
的
経
済
水
域
又
は
公
海
と
し
て
の
法
的
地
位
。

　
◎
　
特
に
そ
の
海
峡
に
関
し
て
長
期
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
て
い
る
国
際
条
約
に
ょ
つ
て
、
そ
の
通
航
が
全
体
的
又
は
部
分
的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
海
峡
に
お

　
　
け
る
法
制
度
。

第
三
十
六
条
　
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
に
お
け
る
公
海
航
路
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
通
る
航
路

　
　
こ
の
部
は
、
航
行
上
及
び
水
路
学
上
の
特
質
に
関
し
て
同
様
な
便
宜
の
あ
る
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
を
通
る
航
路
が
海
峡
を
通
じ
て
存
在
す
る
場
合

　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
七
　
　
（
六
一
五
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題

に
は
、
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

三
六
八
　
　
（
六
一
六
）

368

第
二
節
　
通
過
通
航

第
三
十
七
条
　
こ
の
節
の
適
用
範
囲

　
　
こ
の
節
は
、
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
の
一
部
分
と
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
の
他
の
部
分
と
の
間
に
あ
つ
て
、
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
に

　
適
用
さ
れ
る
。

第
三
十
八
条
　
通
過
通
航
権

　
1
　
第
三
十
七
条
に
い
う
海
峡
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
船
舶
及
び
航
空
機
は
通
過
通
航
権
を
享
有
し
、
そ
の
通
航
は
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
　
そ
の
海
峡
が
海
峡
に
接
す
る
国
の
島
と
本
土
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
航
行
上
ま
た
は
水
路
学
上
の
特
質
に
関
し
て
同
様
な
便
宜
の
あ
る
公

　
　
海
ま
た
は
排
他
的
経
済
水
域
を
通
る
航
路
が
そ
の
島
の
沖
側
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
通
過
通
航
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
2
　
通
過
通
航
と
は
、
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
の
一
部
分
と
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
の
部
分
と
の
間
の
海
峡
の
専
ら
継
続
的
か
つ
迅
速
な
通
過
の

　
　
た
め
に
、
航
行
及
び
上
空
飛
行
の
自
由
を
こ
の
部
に
従
つ
て
行
使
す
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
継
続
的
か
つ
迅
速
な
通
過
の
要
件
は
、
当
該
海
峡

　
　
に
接
す
る
国
へ
の
入
国
の
条
件
に
従
つ
て
、
そ
の
国
へ
の
入
国
、
出
国
又
は
再
入
国
す
る
た
め
の
海
峡
の
通
航
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
3
　
海
峡
の
通
過
通
航
権
の
行
使
で
は
な
い
い
か
な
る
活
動
も
、
こ
の
条
約
の
適
用
可
能
な
他
の
規
定
に
従
う
。

第
三
十
九
条
通
過
通
航
中
の
船
舶
及
び
航
空
機
の
義
務

　
1
　
船
舶
及
び
航
空
機
は
、
通
過
通
航
権
を
行
使
し
て
い
る
間

　
　
＠
　
海
峡
又
は
そ
の
上
空
を
遅
滞
な
く
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
⑥
　
海
峡
に
接
す
る
国
の
主
権
、
領
土
保
全
若
し
く
は
政
治
的
独
立
に
対
し
て
、
或
い
は
、
国
際
連
合
憲
章
に
規
定
さ
れ
る
国
際
法
の
諸
原
則
に
違
反
す

　
　
　
る
他
の
い
か
な
る
方
法
で
も
、
武
力
の
威
嚇
又
は
使
用
を
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
◎
　
不
可
抗
力
又
は
遭
難
に
よ
つ
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
正
常
な
状
態
で
の
継
続
的
か
つ
迅
速
な
通
過
に
付
随
す
る
活
動
以
外
の
い
か
な
る

　
　
　
活
動
も
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
④
　
こ
の
部
の
他
の
関
連
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
通
過
通
航
中
の
船
舶
は
、



　
　
④
　
国
際
海
上
衝
突
予
防
規
則
を
含
む
海
上
の
安
全
の
た
め
の
一
般
的
に
受
諾
さ
れ
た
国
際
規
則
、
手
続
及
び
実
行
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
⑥
　
船
舶
か
ら
の
汚
染
の
防
止
、
減
少
及
び
規
制
の
た
め
の
一
般
的
に
受
諾
さ
れ
た
国
際
的
規
則
、
手
続
及
び
実
行
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
通
過
通
航
中
の
航
空
機
は
、

　
　
④
　
国
際
民
間
航
空
機
関
に
よ
つ
て
制
定
さ
れ
た
民
間
航
空
機
に
適
用
さ
れ
る
航
空
規
則
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
の
航
空
機
は
、
通
常
か
か

　
　
　
る
安
全
措
置
に
従
い
、
か
つ
、
常
に
航
空
の
安
全
に
対
し
て
正
当
な
関
心
を
払
つ
て
運
航
す
る
。

　
　
㈲
　
国
際
的
に
指
定
さ
れ
た
権
限
あ
る
航
空
管
制
当
局
に
よ
つ
て
選
定
さ
れ
た
無
線
周
波
数
又
は
適
当
な
国
際
遭
難
無
線
周
波
数
を
常
に
聴
取
し
な
け
れ

　
　
　
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
圃
調
査
及
び
測
量
活
動

　
　
海
峡
を
通
過
通
行
中
、
海
洋
調
査
船
及
び
水
路
測
量
船
を
含
む
外
国
船
舶
は
、
海
峡
に
接
す
る
国
の
事
前
の
許
可
な
し
に
は
、
い
か
な
る
調
査
活
動
若
し

　
く
は
測
量
活
動
も
行
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
条
　
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
に
お
け
る
航
行
路
及
び
分
離
通
航
方
式

　
1
　
こ
の
部
に
従
つ
て
、
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
船
舶
の
安
全
な
通
航
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
海
峡
に
お
け
る
航
行
の
た
め
に
航
行
路
を
指

　
　
定
し
、
ま
た
、
分
離
通
航
方
式
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
2
　
か
か
る
国
は
、
状
況
に
応
じ
適
当
に
公
表
し
た
後
に
、
自
国
が
以
前
に
指
定
若
し
く
は
設
定
し
た
航
行
路
又
は
分
離
通
航
方
式
を
他
の
航
行
路
又
は
分

　
　
離
通
航
方
式
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
3
　
こ
の
航
行
路
又
は
分
離
通
航
方
式
は
、
一
般
的
に
受
諾
さ
れ
た
国
際
的
規
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
4
　
航
行
路
を
指
定
若
し
く
は
取
り
替
え
、
又
は
分
離
通
航
方
式
を
設
定
若
し
く
は
取
り
替
え
る
に
先
立
ち
、
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
提
案
を
そ
の
採
択
を

　
　
受
け
る
た
め
、
権
限
あ
る
国
際
機
関
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
機
関
は
、
海
峡
に
接
す
る
諸
国
と
合
意
し
う
る
航
行
路
及
び
分
離
通
航
方
式

　
　
の
み
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
ぎ
、
そ
の
国
は
そ
の
後
に
、
そ
れ
ら
を
指
定
、
設
定
又
は
代
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
5
　
．
航
行
路
又
は
分
離
通
航
方
式
が
海
峡
に
接
す
る
二
以
上
の
国
の
水
域
を
通
じ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
海
峡
に
関
し
て
は
、
関
係
国
は
権
限
あ
る
国
際
機
関

　
　
と
協
議
し
て
提
案
を
作
成
す
る
こ
と
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
6
　
海
峡
に
接
す
る
諸
国
は
、
そ
の
指
定
又
は
設
定
し
た
す
べ
て
の
航
行
路
及
び
分
離
通
航
方
式
を
海
図
上
に
明
白
に
表
示
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
適
切
に
公

　
　
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
九
　
　
（
六
一
七
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
〇
　
　
（
六
一
八
）

　
7
　
通
過
通
航
中
の
船
舶
は
、
こ
の
条
に
従
つ
て
設
定
さ
れ
る
適
用
可
能
な
航
行
路
及
び
分
離
通
航
方
式
を
尊
重
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
通
過
通
航
に
関
す
る
海
峡
に
接
す
る
国
の
法
令

　
1
　
こ
の
節
の
規
定
に
従
つ
て
、
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
次
の
全
部
又
は
い
ず
れ
か
に
関
し
て
、
海
峡
の
通
過
通
航
に
関
す
る
法
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
o

　
　
＠
第
四
一
条
に
規
定
さ
れ
る
航
行
の
安
全
及
び
海
上
交
通
の
規
制
。

　
　
⑥
　
当
該
海
峡
に
お
け
る
油
、
油
性
廃
棄
物
及
び
他
の
有
害
物
質
の
排
出
に
関
す
る
適
用
可
能
な
国
際
規
則
に
効
力
を
与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
汚
染
を

　
　
　
防
止
、
減
少
及
び
規
制
す
る
こ
と
。

　
　
◎
　
漁
船
に
関
し
て
、
漁
具
の
格
納
を
含
む
漁
業
の
防
止
。

　
　
④
　
海
峡
に
接
す
る
諸
国
の
通
関
上
、
財
政
上
、
出
入
国
管
理
上
又
は
衛
生
上
の
規
則
に
違
反
す
る
商
品
、
通
貨
又
は
人
の
積
込
み
又
は
積
卸
し
。

　
2
　
か
か
る
法
令
は
、
外
国
船
舶
の
間
で
形
式
上
又
は
事
実
上
差
別
し
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
、
こ
の
節
で
定
義
さ
れ
る
通
過
通
航
権

　
　
を
否
定
し
、
妨
害
し
又
は
損
う
実
際
上
の
効
果
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
3
　
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
す
べ
て
の
か
か
る
法
令
を
適
切
に
公
表
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
4
　
通
過
通
航
権
を
行
使
し
て
い
る
外
国
船
舶
は
、
か
か
る
法
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
5
　
か
か
る
法
令
又
は
こ
の
部
の
他
の
規
定
に
反
す
る
方
法
で
行
動
す
る
主
権
的
免
除
の
資
格
を
有
す
る
船
舶
又
は
航
空
機
の
登
録
国
は
、
海
峡
に
接
す
る

　
　
国
に
与
え
る
損
失
又
は
損
害
に
対
し
て
も
国
際
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
航
行
上
及
び
安
全
上
の
支
援
施
設
並
び
に
そ
の
他
の
改
善
施
設
並
び
に
汚
染
の
防
止
、
減
少
及
び
規
制

　
　
利
用
国
と
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
合
意
に
よ
つ
て
次
の
点
で
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
＠
　
海
峡
に
お
け
る
必
要
な
航
行
上
及
び
安
全
上
の
支
援
施
設
又
は
国
際
航
行
を
支
援
す
る
の
に
必
要
な
航
行
上
及
び
安
全
上
の
支
援
施
設
又
は
そ
の
他

　
　
　
の
改
善
施
設
を
海
峡
に
お
い
て
設
置
及
び
維
持
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
並
び
に

　
　
⑥
　
船
舶
か
ら
の
汚
染
の
防
止
、
減
少
及
び
規
制
の
た
め
に
。

第
四
十
四
条
海
峡
に
接
す
る
国
の
義
務

　
　
海
峡
に
接
す
る
国
は
、
通
過
通
航
を
妨
害
L
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
海
峡
内
の
航
行
又
は
そ
の
上
空
の
飛
行
に
対
す
る
危
険
で
、
自
国
が
知
つ
て
い

　
る
も
の
を
適
当
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
過
通
航
は
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
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第
三
節
　
無
害
通
航

第
四
十
五
条
無
害
通
航

　
1
　
無
害
通
航
制
度
は
、
第
H
部
第
三
節
に
従
つ
て
、
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
次
の
海
峡
に
お
い
て
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
＠
　
第
三
八
条
第
一
項
の
下
で
通
過
通
航
制
度
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
た
海
峡
、
又
は
、

　
⑥
　
公
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
の
一
部
分
と
外
国
の
領
海
と
の
間
の
海
峡
。

　
2
　
か
か
る
海
峡
の
無
害
通
航
は
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
現
状
と
今
後
の
展
望

　
前
節
で
明
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
九
七
七
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
催
さ
れ
た
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
第
六
会

期
で
、
す
べ
て
の
参
加
国
が
「
通
過
通
航
」
の
概
念
を
受
け
入
れ
た
た
め
、
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
の
地
位
、
性
格
を
め
ぐ
る
法
的
問
題

は
一
応
解
決
さ
れ
た
。
本
問
題
の
審
議
中
多
く
の
国
は
、
現
に
問
題
が
起
こ
つ
て
い
る
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
念
頭
に
お
い
て
討
議

し
た
が
、
法
的
原
則
が
解
決
さ
れ
た
あ
と
次
に
残
さ
れ
た
問
題
は
、
そ
う
し
た
規
定
を
い
か
に
各
海
峡
で
実
用
化
し
、
海
峡
利
用
国
と
沿
岸
国
双

方
の
安
全
と
利
益
を
確
保
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
先
に
一
九
七
七
年
二
月
の
A
S
E
A
N
外
相
会
議
で
合
意
さ
れ
、
公
表
さ
れ
た
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
通
航
規
則
案
は
、
同
年
九
月

に
開
催
さ
れ
た
I
M
C
O
の
航
行
安
全
小
委
員
会
に
提
案
さ
れ
審
議
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
若
干
の
修
正
を
受
け
同
年
十
一
月
開
催
さ
れ
た
第
十
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

I
M
C
O
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
通
航
規
則
は
、
燈
標
な
ど
必
要
な
航
行
援
助
施
設
が
整
備
さ
れ
た
後
沿
岸
三
国
の
判
断
で
実
施
に

移
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
が
、
こ
れ
に
よ
リ
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
中
で
も
と
く
に
航
行
上
間
題
の
多
い
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
沖
と
マ
レ
ー
シ
ア
沖
の
ワ

ン
・
フ
ア
ゾ
ム
・
バ
ン
ク
付
近
な
ど
で
は
、
深
喫
水
船
（
喫
水
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
型
船
舶
）
の
航
路
は
、
小
型
船
舶
と
分
離
さ
れ
、
さ
ら
に
東

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
｝
　
　
（
六
｝
九
）
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マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
二
　
　
（
六
二
〇
）

行
と
西
行
の
航
路
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
ま
た
、
深
喫
水
船
と
V
L
C
C
（
一
五
万
重
量
ト
ソ
以
上
の
大
型
タ
ソ
カ
ー
）
は
、
マ
ラ
ッ
カ
．

シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
を
通
航
す
る
と
ぎ
に
は
、
常
に
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
余
裕
水
深
（
U
K
c
）
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
つ

た
。
分
離
通
航
帯
の
中
に
も
水
深
二
〇
メ
ー
ト
ル
余
程
度
の
浅
い
地
点
が
あ
る
か
ら
、
航
行
す
る
船
舶
は
喫
水
深
を
一
九
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
喫
水
深
一
九
・
五
メ
ー
ト
ル
は
、
二
三
万
ト
ン
程
度
の
タ
ソ
カ
レ
が
積
荷
を
満
載
し
て
航
行
し
て
い
る
状
態
と
い

わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
規
制
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
二
三
万
ト
ソ
よ
り
大
き
い
タ
ン
カ
ー
は
満
潮
を
利
用
し
た
り
、
積
荷
を
少
し
減
ら
し
た
り
し
な
け

れ
ば
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
生
じ
た
。

　
さ
て
、
一
九
七
七
年
通
航
規
則
案
に
基
づ
い
て
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
の
航
行
路
整
備
を
行
つ
て
き
た
沿
岸
三
力
国
は
、
主
要
海

峡
利
用
国
で
あ
る
日
本
の
要
請
を
容
れ
て
、
浅
瀬
回
避
の
た
め
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
に
お
け
る
西
行
・
東
行
分
離
線
の
修
正
を
行
う
な
ど
実
施
準

備
を
完
了
し
、
一
九
八
○
年
一
二
月
開
催
の
I
M
C
O
海
上
保
安
委
員
会
の
承
認
を
経
て
、
八
一
年
五
月
一
目
よ
り
規
制
を
実
施
し
た
。
幸
い
浅

瀬
除
去
に
成
功
し
た
こ
と
も
あ
つ
て
、
本
規
制
に
よ
つ
て
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
を
航
行
で
き
ず
・
ン
ボ
ク
海
峡
に
迂
回
し
た
巨
大
船
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

な
か
つ
た
模
様
で
、
一
九
八
二
年
一
月
一
目
現
在
の
日
本
の
大
型
船
舶
（
喫
水
一
九
メ
ー
ト
ル
以
上
、
約
二
〇
万
ト
ン
以
上
）
に
対
す
る
調
査
に

ょ
る
と
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
通
過
五
三
隻
、
・
ン
ボ
ク
海
峡
経
由
四
隻
で
あ
り
、
こ
の
四
隻
は
従
来
か
ら
も
・
ン
ボ
ク
海
峡
を
利
用
し
て
い
る
日
石
丸

　
（
喫
水
二
七
メ
ー
ト
ル
、
三
七
万
ト
ン
）
、
グ
ロ
ブ
テ
ィ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
（
二
八
・
ニ
メ
！
ト
ル
、
四
八
万
ト
ン
）
、
日
精
丸
（
二
八
．
ニ
メ
ー
ト
ル
、
四

八
万
ト
ソ
）
、
グ
p
ブ
テ
ィ
ッ
ク
・
東
京
（
二
八
ニ
ア
ー
ト
ル
、
四
八
万
ト
ン
）
で
あ
つ
た
。
と
も
か
く
、
　
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
に

対
す
る
沿
岸
国
に
よ
る
規
制
実
施
が
海
運
国
に
与
え
た
影
響
は
、
当
面
比
較
的
軽
微
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
両
海
峡
の
航
行
の
安
全
、
油
濁
な
ど

石
油
公
害
の
防
止
が
向
上
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
両
海
峡
間
題
は
、
法
的
に
も
現
実
面
か
ら
も
、
沿
岸
国
、
海
運
国
双
方

の
協
力
に
よ
り
一
応
円
満
か
つ
効
果
的
結
着
を
み
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
を
今
一
度
振
返
つ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
実
に
多
様
な
要
素
が
動
機
と
な
り
背
景
と
な
つ
て
い
た
こ
と
に
気
付
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く
。
沿
岸
諸
国
と
そ
の
立
場
を
支
持
し
た
七
七
力
国
グ
ル
ー
プ
は
、
次
の
よ
う
な
背
景
と
動
機
か
ら
、
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
の
国

際
海
峡
と
し
て
の
地
位
を
否
定
し
、
両
海
峡
に
対
し
て
沿
岸
国
の
主
権
の
名
に
お
い
て
規
制
を
課
す
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
①
近
年
急

速
に
拡
大
し
て
い
つ
た
海
峡
通
過
商
船
交
通
量
、
と
り
わ
け
タ
ソ
カ
ー
を
中
心
と
し
た
巨
大
船
の
増
大
に
よ
る
交
通
安
全
上
の
危
険
や
公
害
な
ど

に
よ
る
海
洋
環
境
悪
化
の
危
険
、
⑧
国
家
的
基
盤
が
ま
だ
不
安
定
で
外
敵
の
撹
乱
を
受
け
や
す
い
沿
岸
諸
国
の
抱
く
、
軍
事
的
安
全
保
障
的
危
機

感
、
⑧
領
海
、
排
他
的
経
済
水
域
拡
大
に
よ
る
海
洋
資
源
の
確
保
、
㈲
南
北
問
題
的
発
想
に
立
つ
先
進
諸
国
に
対
す
る
不
信
感
と
若
い
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
な
ど
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
沿
岸
諸
国
の
中
に
も
色
々
な
思
惑
が
あ
つ
た
。
も
つ
と
も
早
く
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
国
際
海
峡
と
し
て
の
地
位
に
反
対
し
て
き
た

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
そ
の
多
島
国
家
に
由
来
す
る
自
国
の
国
家
的
脆
弱
性
を
充
分
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
に
、
経
済
、
海
洋
環
境
、
交
通
安
全
と

い
つ
た
観
点
よ
り
は
、
む
し
ろ
軍
事
的
安
全
保
障
上
の
観
点
か
ら
問
題
を
と
ら
え
る
傾
向
が
強
か
つ
た
。
そ
の
意
味
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
は
群
島
国
家
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
後
者
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
つ
た
と
も
い
え
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ソ
が
イ
ソ
ド

ネ
シ
ア
の
主
張
を
強
く
支
持
し
た
の
も
、
と
も
に
群
島
国
家
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
商
船
と
軍
艦
を
区
別
し
て
後
者
に
対
す
る
規
制
を
厳
し
く

し
ょ
う
と
い
う
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
主
張
も
安
全
保
障
上
の
考
慮
と
い
う
同
一
の
理
由
に
よ
る
。

　
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
と
違
つ
て
群
島
国
家
論
に
は
興
味
が
な
か
つ
た
。
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
そ
の
国
民
の
大
多
数
が
マ
レ
ー
半
島
の

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
側
に
居
住
し
、
多
く
の
住
民
が
同
海
峡
を
生
活
の
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
現
実
か
ら
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
以
上
に
マ
ラ
ッ
カ
海
峡

の
環
境
保
全
と
航
行
の
安
全
に
重
大
な
関
心
を
も
つ
た
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
一
一
月
の
A
S
E
A
N
諸
国
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
中
立
地
帯
化
宣

言
の
提
唱
者
で
あ
つ
た
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
同
海
峡
を
領
海
化
し
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
両
沿
岸
国
が
管
理
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ

り
、
同
海
峡
を
大
国
の
権
力
闘
争
の
場
か
ら
解
放
し
中
立
化
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
立
場
は
複
雑
で
あ
つ
た
。
両
海
峡
を
海
洋
汚
染
か
ら
防
止
し
、
航
行
の
安
全
を
高
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
イ
ソ
ド
ネ

　
　
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
三
　
　
（
六
一
二
）
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マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
間
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
四
　
　
（
六
二
二
）

シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
利
益
と
全
く
一
致
し
た
が
、
沿
岸
国
に
よ
る
両
海
峡
の
領
海
化
と
厳
し
い
規
制
施
行
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
海
峡
の
繁
栄
に

よ
り
自
か
ら
も
ま
た
繁
栄
し
て
き
た
貿
易
国
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
運
命
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
の
立
場
は
む
し
ろ

海
峡
の
自
由
通
航
を
要
求
す
る
海
運
国
に
近
か
つ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
軍
事
的
に
も
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
の
利
益
は
、
両
海
峡
が
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア

の
海
と
な
る
よ
り
は
、
い
ず
れ
の
大
国
の
軍
艦
も
自
由
に
出
入
で
き
、
バ
ラ
ソ
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
が
保
た
れ
る
こ
と
に
あ
つ
た
。

　
一
方
、
海
運
国
側
の
両
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
権
の
主
張
等
は
、
い
か
な
る
動
機
と
背
景
に
よ
る
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ω
海
洋
の

自
由
、
航
海
の
自
由
は
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
以
来
国
際
法
の
大
原
則
で
あ
る
。
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ソ
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
は
、
伝
統
的
に
多
数
の
国
の
船
舶

に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
る
国
際
海
峡
で
あ
り
、
公
海
と
同
じ
く
自
由
通
航
権
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑧
仮
に
両
海
峡
が
沿
岸
国
の
領
海
に

入
る
こ
と
に
な
つ
て
も
、
そ
の
国
際
海
峡
と
し
て
の
性
格
か
ら
、
自
由
通
航
権
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑧
航
行
の
安
全
、
海
洋
環
境
の
保

全
と
い
つ
た
観
点
か
ら
何
ら
か
の
規
制
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
規
制
は
沿
岸
国
の
主
権
行
使
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
国
際
的
合

意
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
と
か
く
南
北
問
題
的
発
想
か
ら
急
進
的
政
策
に
転
換
し
が
ち
な
途
上
国
に
対
す

る
先
進
国
側
の
不
信
が
あ
つ
た
。
㈲
海
峡
通
過
中
の
商
船
と
軍
艦
の
地
位
に
区
別
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
海
運
国
側
の
こ
う
し
た
主
張
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
間
に
か
な
り
の
力
点
に
お
き
方
、
考
え
方
で
相
違
が
あ
つ
た
。
と
も
に
強
大

な
海
軍
力
を
も
ち
全
世
界
で
対
立
し
て
い
る
米
ソ
両
大
国
は
、
主
と
し
て
軍
事
的
観
点
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
の
自
由
通
航
を
要

求
し
た
。
海
峡
を
通
過
す
る
軍
艦
の
事
前
通
告
や
潜
水
艦
の
浮
上
通
過
を
拒
絶
す
る
点
に
お
い
て
も
両
者
の
利
害
関
係
は
完
全
に
一
致
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
目
本
の
立
場
は
明
白
で
あ
つ
た
。
日
本
の
最
大
の
関
心
は
、
日
本
の
経
済
的
繁
栄
に
と
つ
て
不
可
欠
の
中
東
か
ら
の
石
油
の
供
給
を
脅
か
さ
れ

な
い
よ
う
に
と
い
う
現
実
の
問
題
に
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
事
的
に
そ
の
利
益
を
防
衛
で
き
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
つ
た
か
ら
、
目
本
は
経
済

的
に
友
好
的
か
つ
密
接
な
関
係
に
あ
る
同
海
峡
沿
岸
国
と
の
話
し
合
い
と
妥
協
に
よ
り
、
実
質
的
な
両
海
峡
に
お
け
る
商
船
の
自
由
通
航
権
を
確
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保
し
た
い
と
い
う
の
が
そ
の
本
音
で
あ
つ
た
。
米
ソ
両
国
と
違
つ
て
日
本
の
関
心
は
商
船
に
あ
り
軍
艦
に
つ
い
て
は
よ
り
厳
し
い
規
制
が
課
さ
れ

て
も
止
む
を
え
な
い
と
考
え
て
い
た
。
日
本
と
し
て
は
、
　
一
、
O
O
O
浬
、
片
道
三
日
間
も
遠
回
り
に
な
る
ロ
ソ
ボ
ク
海
峡
経
由
や
、
天
文
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

工
事
費
を
必
要
と
す
る
タ
イ
の
ク
ラ
地
峡
開
発
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
は
な
ん
と
し
て
も
追
い
込
ま
れ
た
く
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
が
第
三
世
界
的
立
場
か
ら
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア
を
支
持
し
、
反
ソ
の
キ
ャ
ソ
ペ
ー
ン
を
く
り
返
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ

る
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
γ
ド
は
、
基
本
的
に
は
海
峡
の
自
由
通
航
の
立
場
を
と
つ
た
が
、
英
国
案
が
提
出
さ
れ
る
や
直

ち
に
そ
れ
を
支
持
し
た
。
両
国
は
ま
た
、
イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
の
群
島
国
家
論
に
も
条
件
付
で
賛
成
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
は
、
基
本
的
に
は
沿
岸
国
と
海
運
国
の
対
立
の
構
図
を
と
り
つ
つ
も
、
さ
ら
に
各
グ
ル
ー
プ
内
の
多
様
な
利

害
関
係
の
相
違
か
ら
複
雑
な
展
開
を
み
せ
た
の
で
あ
る
が
、
究
極
的
に
は
英
国
の
妥
協
案
に
よ
り
一
応
の
解
決
を
み
た
。
こ
れ
に
よ
り
沿
岸
国
側

は
、
領
海
の
拡
大
、
自
由
通
航
権
の
拒
絶
、
国
際
協
定
を
通
じ
て
の
管
轄
権
の
掌
握
、
群
島
国
家
論
の
確
立
と
い
つ
た
諸
利
益
を
取
得
し
た
が
、

一
方
海
運
国
側
も
、
通
過
通
航
の
名
目
で
、
若
干
の
制
限
こ
そ
あ
れ
実
質
的
に
は
同
海
峡
の
自
由
通
航
権
を
商
船
、
軍
艦
を
と
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
船

舶
に
つ
い
て
得
た
の
で
あ
つ
た
。

　
ど
の
国
を
も
完
全
に
満
足
さ
す
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
ど
の
国
を
も
ひ
ど
く
落
胆
さ
す
も
の
で
も
な
か
つ
た
と
い
う
の
が
、
一
九
六
〇
年
代

末
か
ら
国
際
政
治
・
経
済
、
国
際
法
上
の
重
要
関
心
事
と
な
つ
て
き
た
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
間
題
の
一
応
の
結
末
で
あ
つ
た
。
難
し
い
間
題
で
あ
つ
た

だ
け
に
関
係
各
国
の
努
力
と
妥
協
で
こ
こ
ま
で
も
つ
て
き
た
の
は
、
粘
り
強
い
国
際
交
渉
の
成
功
の
一
例
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か

し
、
国
際
関
係
に
は
数
学
の
定
理
の
ご
と
き
恒
久
性
は
な
い
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
も
決
し
て
完
全
に
ま
た
恒
久
的
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
海
運
国
、
沿
岸
国
双
方
が
、
同
海
峡
地
域
に
お
け
る
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
、
ま
た
軍
事
的
脅
威
を
惹
起
し
な
い
よ
う
に
す
る
不
断
の
努
力
を

怠
れ
ば
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
間
題
が
将
来
再
燃
す
る
可
能
性
は
十
分
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
七
五
　
　
（
六
二
三
）
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マ
ラ
ヅ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

（
1
）
　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
歴
史
に
つ
い
て
は
多
数
の
文
献
が
あ
る
が
、
そ
の
概
説
的
知
識
を
得
る
た
め
に
は
、

　
ω
8
∪
。
9
鄭
国
巴
ど
》
崔
曾
o
賊
矯
9
ω
9
爵
出
窃
辟
》
ω
F
い
o
昌
3
P
お
留
。
邦
書
で
は
、
鶴
見

　
良
行
「
マ
ラ
ッ
カ
物
語
」
、
時
事
通
信
社
、
昭
五
六
、
が
便
利
で
、
そ
の
巻
末
の
参
考
文
献
も
詳
し
い
。

（
2
）
　
第
1
表
参
照
。

（
3
）
　
第
2
表
お
よ
び
第
1
、
2
図
参
照
。

（
4
）
竃
ξ
轟
。
誓
評
9
唐
四
9
爵
山
p
8
B
。
‘
寄
銭
一
霞
ω
営
竃
巴
帥
矯
の
國
き
害
琶
讐
℃
。
一
一
。
ざ

　
国
q
巴
騨
ゼ
q
巨
℃
帥
ぴ
一
〇
刈
9
P
際
ω
．

（
5
）
勺
9
霞
害
一
。
目
冨
一
〇
8
睾
℃
。
一
三
8
ぎ
ω
2
魯
①
帥
曾
密
芦
ω
一
凝
巷
8
ρ
一
鶏
。
。
も
面
㊤
魯

（
6
）
　
マ
ラ
ッ
カ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
両
海
峡
並
び
に
そ
の
周
辺
海
峡
に
つ
い
て
の
地
理
、
水
路
等
自
然
条
件
に
つ

　
い
て
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
協
議
会
編
「
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
航
路
整
備
事
業
史
」
、
昭
五
三
参
照
。

　
あ
る
い
は
、
ω
8
ζ
一
〇
ぽ
即
Φ
一
［
Φ
竃
①
き
H
暮
魯
⇔
暮
δ
昌
巴
ω
廿
塊
巴
富
亀
什
冒
O
譲
〇
二
曾
匡
毘
8
0
欝
虫
㌣

閃
碧
。
吋
ρ
四
且
H
巳
g
。
路
リ
ヒ
嘗
碧
四
き
α
窪
幻
言
鴇
円
箒
寄
爵
①
二
”
注
ω
」
s
G
。
一
署
5
一
l
c
。
q
・

（
7
）
　
マ
レ
ー
シ
ア
の
宣
言
は
、
　
国
日
①
嫁
晩
Φ
ロ
o
鴫
（
国
ω
詔
昌
江
巴
勺
o
霜
の
鵠
）
O
穫
島
昌
帥
昌
o
P
2
P
刈
博
お
＄
●

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
宣
言
は
、
O
o
〈
①
冠
⇒
9
①
口
け
U
Φ
o
鼠
益
菖
o
ロ
O
O
β
o
①
肘
巳
昌
㎎
紳
げ
o
名
暮
Φ
り
》
希
器
9

　
一
且
8
Φ
の
一
ρ
一
ω
u
①
8
目
げ
o
き
一
。
q
8
四
巳
》
g
O
8
8
旨
一
凝
一
且
o
昌
①
ω
一
磐
名
暮
g
の
」
c
。
閃
3
往
？

　
曙
》
一
8
P
ω
8
ピ
巴
8
さ
o
ぎ
o
一
8
薯
る
9
1
8
曾
な
お
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
領
海
三
浬
説
を
と
つ
て

　
い
る
。

（
8
）
冒
幽
α
‘
℃
』
虞

（　　（　　（　　 （　　（
13　12　11　　10　　9
）　　）　　）』　）　　）②

軍
艦
を
含
む
船
舶
の
無
害
通
航
を
尊
重
す
る
、

　
証
を
示
す
義
務
が
あ
り
、

（
1
4
）

（単位：％）第，表　主要資源の対外依存度（79年）

三
七
六
　
　
（
六
二
四
）

一
九
七
二
年
三
月
一
八
日
各
紙
。

ω
ヰ
巴
房
↓
一
彗
Φ
の
（
囚
q
巴
¢
■
q
唐
も
q
同
y
客
鴛
o
げ
ご
一
お
鳶
，

い
o
一
h
①
き
o
℃
●
o
ヰ
‘
℃
●
一
饒
●

人
民
日
報
、
一
九
七
二
年
三
月
一
二
日
付
。

こ
の
六
月
二
四
日
の
U
M
N
O
総
会
に
お
け
る
演
説
の
前
に
も
、
同
年
五
月
一
一
、
一
二
の
両
日
、
ラ
ザ
ク
首
相
は
国
会
答
弁
で
、
　
「
①
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
国
際
化
し
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
但
し
、
敵
対
的
意
図
を
も
つ
軍
艦
に
は
通
過
の
権
利
が
な
い
、
④
潜
水
艦
を
含
む
外
国
軍
艦
は
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
無
害
通
過
の
確

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
方
法
と
し
て
、
関
係
政
府
へ
の
通
知
が
あ
り
う
る
」
と
述
べ
た
。

両
国
間
の
協
力
関
係
増
進
は
、
先
に
『
九
六
七
年
に
締
結
さ
れ
て
い
た
安
全
保
障
協
定
が
一
九
七
二
年
四
月
改
定
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
外
交
官
が
「
ま

日　本 米　国 西ドイツ イギリス 　一フフンス

エネルギー 87．0 20．6 57．7 9．3 80．3

石　　　　炭 79．2 △9．6 △8．7 1．6 57．0

石　　　　油 99．8 42．3 95．8 18．9 99．0

天然ガス 88．7 5．8 65．8 19．5 68．8

鉄　鉱　石 98．6 29．7 96．9 80．7 44．4

銅 95．6 33．5 99．9 100．O 99．9

鉛 82．4 59．9 90．9 99．3 86．0

亜　　　　鉛 68．7 70．6 71．9 100．0 87．2

錫 97．7 100．0 100．0 81．8 100．0

アルミニウム 100．O 63．6 100．0 100．0 △230．5

ニ　ッ　ケル 100．O 93．0 100．0 100．0 100．0

資料：通商産業省「経済協力の現状と問題点（1981）」，p・11・
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第2表　日本の石油地域別輸入量，シェア （単位：千kε）

●

ユ969 1971 1973 1975 1977 1979， 1981

数量 ％ 数量 ％ 数量 ％ 数量 ％ 数量 ％ 数量 ％ 数量 ％

総計 167，431 222，492 289，698 263，373 278，017 281，203 227，444

東南アジア 17，339 10．4 28，731 12．9 52，175 18．0 40，194 15．3 51，308 18．5 56，903 20．2 46，610 20．5

西アジア 147，582 88．1 188，924 84．9225，920 77．9205，624 78．1217，049 78．1214，359 76．2155，986 68．6・

北アメリカ 132 0．1 108 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

ラテン・ア刈力 621 O．4 471 O．2 516 0．2 298 0．1 367 0．2 492 0．2 8，920 3．9

アフリカ 1，119 0．7 3，488 1．6 8，275 2．9 7，953 3．0 1，381 0．5 764 0．3 5，371 2．4

太洋州 一 一 268 0．1 229 0．1 82 一 157 0．1 一129 一 宵 一

共産圏 638 O．4 500 O．2 2，502 0．9 9，224 3．5 7，755 2．8 8，554 3．0 10，400 4．6

資料：通商産業省「通商白書（昭和46年～57年版）」

　　第1図　我が国の総輸入額に占ある資源のシェア（80年）（金属原料及び鉱物陛燃料）

食料品
10．4％ 笏 鉱物性燃料49．8％

　　　　　　　z
加工製品21．8％ その他

12．0％

金属原料6．0％
55．8％

七
七
　
　
（
六
二
五
）

イラン（5．2）

イラク（5．5）

アラブ首長国連邦（10．4）

（サウディ・

アラビア（2生9）

その他
（軌3）

インドネシア

米 国（4。2）

（14．2） オーストラリア（5．1）

、

　　第2図　資源の輸入相手国別シェア（80年）（金属原料及ぴ鉱物性燃料）　　　　（単位：％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クウェイト（4．4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　国（3。0）総輸入額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カタール（2．3）　78・421百万ドル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オマーン（2．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（うちソ連α4，南アフリカ共和国04

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニユー・ジーランド0．1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンガポール（1．4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マレイシア（1，8）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ナ　ダ（2．0）
　　　　フル不イ（4．1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち発展途上国約88％
　資料：通商産業省「経済協力の現状と問題点（1981）」，P．12，P．13。

377



マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
七
八
　
　
（
六
二
六
）

ll

ぎ罎穣駆、ノメ
　03　　　　　ノ　 ㌔一へ

　　　　　　　1岬〆、　　　　　　　　　1

〆　　　　1　4》rζ
＼μ’一～㌦　　　一ハ巳
％●憲も・！マ！1蔑

詫獅洩ぽ

O
．

一
〇
．

，
沢
外
“
＼

　
　
　
）
ノ

樽
眠
孤
嫉

　
　
　
へ
　
》

　
≧
も
ム
、
ん
λ

　　　ノ
　　♂ヅ

ぞゆ
験
異
当
〉
ザ
ハ

　
　
　
叉
斗
　
》

3
　
へ
ト
　
（

　
　
，
■
、
．
G
　
　
　
・

　
．
タ
　
　
　
　
一
、

　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
　
㌔

4
　
マ
ー
．
．
ゆ
で

　
ゐ
殊
　
。
“

”
　
⑮

か
纂
o
　
η
．

　
㎡
　
り
y
　
で
．
．
夢
　
貨
ー

　
　
．
ρ

　
　
　
　
　
．
O
，

　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
ワ
　
　
の

　
　
　
　
コ

　
　
　
ゾ
⇔
’
．

　
　
　
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
●

o

㊥
，

㌔
　
副
で

＼
㌧
・
＼
・
）

ノ
　
　
　
ぐ
、

’
団

酒
、
、

圃

　
　
　
　
　
一
爬
q
㌔

．
翻

鼠
描

’
、
・
　
　
　
祭
、
、

　
イ
，
マ
ー
．
’
や
冥
　
　
き
㌔

　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
磨

　
　
瓦
　
一

　
　
V
　
　
一

玉
＝
～
k
　
　
グ
，

　
　
　
　
》
㊥

　
　
　
　
・
、
　
　
　
　
塗

　
　
　
　
へ
r
．
’
㌔
h
μ
y
q
◎

　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
　
　
ノ

　
　
　
樽
、
、
ー
、
。
　
　
如

　
　
5
溢
f
　
鞠
‘

　
　
　
、
ー
、
？
　
噺
　
　
軌
・
・

q
鵠
k
肇
塊
．
．
～
　
嬉

A
v
τ
韓

o

伽
O
O

一
〇
8
ぎ

一
ω
O
．

＝
O
．

③
4
山
で
暑
諭
粛

㊥
で
v
妊
。
莞
ー
㌧
マ
瀞
粛

⑳
×
v
黛
漸
薄

㊤
ロ
v
帖
昏
諭
落

⑮
4
妊
噸
ヰ
》
瀞
粛

　
　
　
亀

　
9
㌔

＝
O
。

　　　　　暴，》

ミ急．ズ。
＼〈・　蝿腔参

』救タo忍
、，≧《1卜鐙

薫、濠響

一
8
。

●
8
．

、，．9
・

一
〇
。

γ
．
．
、
．

3
魂鴨

6
0
◎

勿

θ
O
。

9

懇
。
。
国
矯
羅
舗
権
N
S
籍
薄

378



る
で
防
衛
協
定
」
と
評
し
た
ご
と
く
、

　　　（　　（　　（　　（　　（　　　　　　（　　（

用弩怨§§9経芭ε
　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　』

　
な
ど
西
側
先
進
国
の
多
く
が
、

　
の
批
准
を
ま
つ
て
発
効
す
る
。

（
2
2
）
冨
蒙
き
8
●
葺
●
も
』
8
り
磐
α
巴
の
。
の
8
ゼ
ぎ
旨
。
。
山
。
。
F
．
、
醤
。
↓
年
。
①
営
蝕
。
p
》
鴨
8
言
。
旨
8
爵
。
寮
蜀
8
⑳
ω
ざ
一
貫
、
、
ぎ
ω
。
暮
冨
拐
け
参
ぎ

》
律
巴
冨
（
鴫
①
醇
げ
o
o
F
ω
一
凝
巷
o
お
）
」
箋
G
。
矯
讐
。
畠
ー
O
温
．

（
2
3
）
　
一
σ
箆
‘
暑
。
N
8
～
8
c
。
●

（
2
4
）
　
日
本
船
主
協
会
「
日
本
商
船
船
腹
統
計
レ
、
一
九
八
一
。

（
2
5
）
　
群
島
国
家
論
に
つ
い
て
は
、
中
村
況
「
群
島
に
お
け
る
領
水
の
劃
定
に
つ
い
て
」
、
『
法
学
研
究
』
第
四
四
巻
第
一
一
号
、
一
頁
以
下
参
照
。
あ
る
い
は
、
oo
Φ
o
ピ
①
一
ぼ
昌
o
P

。
詳
‘
署
藁
8
～
一
β

（
2
6
）
　
ク
ラ
地
峡
に
運
河
も
し
く
は
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
設
置
し
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
必
要
を
な
く
そ
う
と
い
う
計
画
は
古
く
か
ら
あ
つ
た
が
、
最
近
で
は
一
九
六
九
年
頃
か

　
ら
再
び
話
題
に
の
ぼ
り
、
一
九
七
一
年
に
は
タ
イ
政
府
の
依
頼
を
受
け
た
日
本
プ
ラ
ン
ト
協
会
の
調
査
も
行
わ
れ
た
。
膨
大
な
費
用
を
要
す
る
こ
と
か
ら
計
画
の
実
現
は
難
し
い
と

　
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
五
年
祥
和
丸
事
故
が
起
こ
る
と
再
び
話
題
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
産
主
義
の
侵
透
、
麻
薬
密
輸
、
海
賊
な
ど
に
備
え
る
共
同
パ
ト
ロ
、
ル
を
充
実
さ
せ
た
も
の
で
、
同
年
五
月
か
ら
実
施
に
移
さ
れ
た
。

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
協
議
会
編
、
前
掲
書
参
照
。

簡
単
な
マ
ラ
ッ
ヵ
海
峡
問
題
の
年
代
記
的
描
写
に
つ
い
て
は
、
宮
本
忠
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
環
境
問
題
ー
マ
ラ
ッ
カ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
海
峡
と
タ
ン
カ
！
航
行
ー
」
、
『
三
重
法

一
九
七
八
年
十
一
月
号
、
一
二
三
ー
ニ
ニ
九
頁
参
照
。
ま
た
、
華
山
謙
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
石
油
汚
染
」
、
『
世
界
』
一
九
七
八
年
三
月
号
参
照
。

甲
》
．
出
鍵
一
〇
ヨ
＾
、
津
8
α
。
唐
o
隔
蜜
く
蒔
警
一
8
㌦
、
『
い
》
ヒ
。
器
監
①
き
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‘
↓
犀
Φ
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畢
9
爵
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ω
o
ρ
O
窯
o
曽
跨
け
①
d
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勺
‘
O
。
冒
唐
び
房
」
8
『
℃
p
這
ω
・

↓
ぎ
ギ
①
の
の
ω
け
暮
o
目
Φ
暮
薯
け
げ
①
害
3
㎡
昌
言
置
ω
。
o
冨
、
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Φ
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客
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爵
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寄
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四
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ω
8
ピ
o
斥
Φ
5
0
P
o
一
紳
こ
P
逡
。

一
σ
箆
‘
P
8
．

（
財
）
日
本
海
運
振
興
会
・
国
際
海
運
問
題
研
究
会
（
仮
訳
）
「
海
洋
法
条
約
草
案
（
非
公
式
草
案
）
」
、
国
際
海
運
問
題
研
究
会
資
料
互
－
9
（
昭
和
五
六
年
三
月
一
日
）
、
よ
り
引

な
お
、
同
条
約
は
『
九
八
二
年
末
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
開
催
さ
れ
た
海
洋
法
条
約
署
名
会
議
の
最
終
日
一
二
月
一
〇
日
に
こ
九
力
国
に
よ
り
調
印
さ
れ
た
。
米
、
英
、
西
独
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
海
底
開
発
に
関
す
る
部
分
（
第
十
一
部
）
に
不
満
で
署
名
を
見
送
つ
た
が
、
日
本
は
、
翌
一
九
八
三
年
二
月
に
調
印
し
た
。
同
条
約
は
六
〇
力
国
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